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【技 1-8】 

処理のスケジュール（例） 
 

東日本大震災における処理のスケジュール例として、東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マ

スタープラン）（平成 23 年 5 月 16 日、環境省）、岩手県及び宮城県の処理計画に記載されたスケジュー

ルを以下に示す。 

 

出典：東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）（平成 23 年 5 月 16 日、環境省） 

【災害廃棄物の処理に向けたスケジュール】 

（１）仮置場への移動 

・生活環境に支障が生じうる災害廃棄物（例えば、現在住民が生活を営んでいる場所の近傍にある

災害廃棄物）：2011 年（平成 23 年）8月末を目途の仮置場へ概ね移動する。 

・その他：2012 年（平成 24 年）3月末までを目途に移動する。 

（２）中間処理・最終処分 

・腐敗性等がある廃棄物：速やかに処分する。 

・木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているもの：劣化、腐敗等が生じない期間で再生

利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定する。 

・その他：2014 年（平成 26 年）3月末までを目途に処分する。 
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出典：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画 第二次（平成 25 年度）改訂版」（平成 25 年 5 月、岩手県） 

【災害廃棄物処理の全体工程表】 

仮置場の復旧（破砕・選別施設等の撤去を含む）に数カ月を要することから、災害廃棄物の処理自

体を平成 25 年 12 月末に終了させることを原則としている。 

 

出典：「災害廃棄物の処理状況について」（宮城県） 

 


